本庁舎ロビーの有料広告を募集
　市では、新たな自主財源の確保と地元企業の育成・振興を図るため、市役所本庁舎内の有料広告を募集します。ぜひ、企業・お店の宣伝にご活用ください。

●掲示場所　市役所本庁舎の市民ロビー（市民課上部及び市金庫側の２階通路側面部）

●掲示方法　ポスター形式

●規格　　　Ｂ１判（縦７２８ミリメートル×横１，０３０ミリメートル）

●掲示開始　４月１日から１年間

●料金　　　１スペースあたり年額４８，０００円（月額４，０００円）

●募集枠　　２０スペース

●募集期間　平成２３年２月１６日（水）から平成２３年３月１６日（水）まで
●申込方法　申込書と施設別添付資料に広告の内容が分かる図面等を添えて、契約管財課管財担当までお申し込みください。申込用紙は契約管財課窓口及び市ホームページにあります。
●掲示決定　内容を審査の上、掲示の可否をお知らせ（申込多数の場合は抽選とし、さらに掲示場所を決定する抽選を行います）＊抽選日については別途通知します。
●注意事項　○これまで掲載いただいている方も、来年度は新規申し込みとなりますので、掲示位置は指定できません。

　　　　　　○広告の作成・取付・撤去の費用は広告主の負担となります。

●掲示・掲載できないもの

◎市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
◎風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する営業に該当するもの

◎貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

　　　　　　◎政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝に関するもの
　　　　　　◎公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

　　　　　　◎掲示・掲載をする広告として適切でないと市長が判断するもの

●問合せ　　契約管財課管財担当（内線２２３５）　　
